
議案第３１号 

 

 

町田市立学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼

職等に関する事務取扱規程についての一部を改正する規程につ

いて 

 

 

上記の議案を提出する。  

 

 

 

 

 

 

                ２０２３年２月３日提出 

                                   町田市教育委員会  

                                    教育長 坂本 修一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由説明）  

本件は、地方公務員法の改正に伴い、関係する規定を整備す

るため、改正するものです。  

 

 



別紙のとおり、町田市立学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に

関する事務取扱規程を一部改正したい。 

なお、改正の概要は、次のとおりです。 

１ 改正理由 

地方公務員法の改正に伴い、関係する規定を整備するため、改正するものです。 

２ 改正内容 

改正の内容は、次のとおりです。 

（１）地方公務員法から引用する規定の条項番号を改めます。（第１条関係） 

（２）その他文言の整理を行います。 

３ 施行期日 

令和５年４月１日から施行します。 



町田市立学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務

取扱規程の一部を改正する規程 

町田市立学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務取

扱規程（昭和６３年６月町田市教育委員会規程第４号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規程は、地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第３８条、営利企業等の

従事制限に関する規則（昭和２７年東京都人

事委員会規則第２号）等の規定に基づき、東

京都教育委員会を任命権者とする町田市立小

学校又は中学校（以下「市立学校」という。）

に勤務する常勤の職員及び同法第２２条の４

第１項に規定する短時間勤務の職を占める職

員（以下「学校職員」と総称する。）が営利

企業等に従事する場合並びに教育公務員特例

法（昭和２４年法律第１号）第１７条第１項

に基づき、東京都教育委員会を任命権者とす

る教育公務員（同法第２条第１項に規定する

者をいう。）で市立学校に勤務する常勤の職

員及び地方公務員法第２２条の４第１項に規

定する短時間勤務の職を占める職員（以下「教

員等」と総称する。）が教育に関する兼職等

を行う場合の許可等に関する事務の取扱いに

ついて必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この規程は、地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第３８条、営利企業等の

従事制限に関する規則（昭和２７年東京都人

事委員会規則第２号）等の規定に基づき、東

京都教育委員会を任命権者とする町田市立小

学校又は中学校（以下「市立学校」という。）

に勤務する常勤の職員、同法第２８条の５第

１項に規定する短時間勤務の職を占める職員

及び同法第１７条の規定に基づき任用される

非常勤の職員（以下「学校職員」と総称する。）

が営利企業等に従事する場合並びに教育公務

員特例法（昭和２４年法律第１号）第１７条

第１項に基づき、東京都教育委員会を任命権

者とする教育公務員（同法第２条第１項に規

定する者をいう。）で市立学校に勤務する常

勤の職員及び地方公務員法第２８条の５第１

項に規定する短時間勤務の職を占める職員

（以下「教員等」と総称する。）が教育に関

する兼職等を行う場合の許可等に関する事務

の取扱いについて必要な事項を定めるものと

する。 

（兼業の許可権者） （兼業の許可権者） 

第４条 前条に規定する兼業の許可を行う者

（以下「許可権者」という。）は、町田市教

育委員会教育長の職にある者とする。 

第４条 前条に規定する兼業の許可は、町田市

教育委員会教育長の職にある者（以下「許可

権者」という。）が行う。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、地方公務員法第

１７条の規定に基づき任用される非常勤の職

員に対する兼業の許可は、学校長が行う。 

（消防団を中核とした地域防災力の充実強化 （消防団を中核とした地域防災力の充実強化



に関する法律の規定による兼業の特例） に関する法律の規定による兼業の特例） 

第６条の２ 略 第６条の２ 略 

２ 略 ２ 略 

３ 第４条、前条、第１１条及び第１３条の規

定は、第１項の兼業の許可について準用する。

この場合において、前条中「前条の規定に該

当する」とあるのは、「職務の遂行に著しい

支障が生ずる」と読み替えるものとする。 

３ 第４条、前条、第１１条及び第１３条の規

定は、第１項の兼業の許可について準用する。

この場合において、第６条中「前条の規定に

該当する」とあるのは、「職務の遂行に著し

い支障が生ずる」と読み替えるものとする。 

（教育に関する兼職等の承認権者） （教育に関する兼職等の承認権者） 

第８条 前条に規定する教育に関する兼職等の

承認を行う者（以下「承認権者」という。）

は、町田市教育委員会教育長の職にある者と

する。 

第８条 前条に規定する教育に関する兼職等の

承認は、町田市教育委員会教育長の職にある

者（以下「承認権者」という。）が行う。 

（職務に専念する義務の免除との関係） （職務に専念する義務の免除との関係） 

第１３条 略 第１３条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 学校職員が第３条の規定による許可を得て

兼業を行うため、教員等が第７条の規定によ

る承認を得て教育に関する兼職等を行うため

又は学校職員が前条の規定による承認を得て

兼職を行うためにその勤務時間を割く場合に

おいては、割かれた勤務時間については給与

を減額する。ただし、第１項又は前項の規定

により、学校職員が職務に専念する義務を免

除された場合において、報酬を得ずに当該兼

業若しくは教育に関する兼職等を行うとき又

は前条に規定する兼職を行うときには、学校

職員の給与に関する条例施行規則（昭和３７

年東京都教育委員会規則第２８号）第６条の

２に定めるところにより、給与の減額を免除

することができる。 

３ 学校職員が第３条の規定による許可を得て

兼業を行うため、教員等が第７条の規定によ

る承認を得て教育に関する兼職等を行うため

又は学校職員が前条の規定による承認を得て

兼職を行うためにその勤務時間を割く場合に

おいては、割かれた勤務時間については給与

を減額する。ただし、第１項又は第２項の規

定により、学校職員が職務に専念する義務を

免除された場合において、報酬を得ずに当該

兼業若しくは教育に関する兼職等を行うとき

又は前条に規定する兼職を行うときには、学

校職員の給与に関する条例施行規則（昭和３

７年東京都教育委員会規則第２８号）第６条

の２に定めるところにより、給与の減額を免

除することができる。  

附 則 

この規程は、公表の日から施行する。ただし、第１条の改正規定（「及び同法第１

７条の規定に基づき任用される非常勤の職員」を削る部分を除く。）は、令和５年４月

１日から施行する。 
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